
広島県立美術館展示施設等利用許可取扱要項 

 

 広島県立美術館展示施設等（展示施設（以下「県民ギャラリー」という。）及び講堂）

の利用許可の手続きについては，次のとおりです。 

 

【県民ギャラリー】 

 

１ 利用期間及び２期制（前・後期）の採用 

（１）利用できる回数は団体又は個人につき，原則として同じ年度内に１回です。 

（２）利用できる期間は，原則として，月曜日の１３時から翌週の月曜日の１２時までを

１単位とし，１単位を貸し出します。 

  展覧会期間中の利用時間は，美術館の開館時間どおりです。詳細につきましては，後

日ご案内させていただきます。 

（３）利用の時期は，年間を次の２期に分けることとします。 

 

前 期 ４月１日から９月３０日まで 

後 期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 

 

２ 利用希望の申し出 

  県民ギャラリーの利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）は，「利用希望申

込書」（別紙様式１）と，美術団体調査表（別紙様式２：個展の場合は不要），添付資料

を次の期間内に提出してください。 

 

前 期 
前年度の９月１日から９月２０日まで（グループ１～３の団体） 

前年度の９月１日から９月末日まで（グループ４の団体） 

後 期 
前年度の３月１日から３月２０日まで（グループ１～３の団体） 

前年度の３月１日から３月末日まで（グループ４の団体） 

 

 

3 利用許可の優先順位 

     公立美術館として，公共性・広域性・教育性の確保といった観点から，次のとおり利

用の優先順位を定めています。 

 

グループ１：国又は県が主催（企画・運営する協議会等を含む）する美術展覧会 

グループ２：報道機関が企画・主催する公共性の高い美術展覧会（一般公募展を除く） 

グループ３：全国的規模又は全県で活動実績のある一般公募団体が主催する美術展覧

会及び学校教育法にかかげる学校が主催する美術展覧会 

グループ４：全県的規模の美術団体が主催する美術展覧会及び，その他の美術団体ま

たは個人が主催する美術展覧会 
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4 利用日程の調整 

  利用日程及び展示室を調整するため，県民ギャラリー利用調整会議（以下「会議」という。）

を開催します。会議の開催は次に掲げるとおりです。 

（１） 会議は，年２回開催するものとし，その時期はおおむね次のとおりです。 

前 期 前年度の１０月中旬～下旬  

後 期 当該年度の４月中旬～下旬  

（２）会議は，利用希望者（利用希望者の委任を受けた責任ある代理人を含む。）をもっ 

て構成します。 

（３）会議に出席しない利用希望者については，優先順位の最下位にランクするものと 

します。 

 

５ 利用の申込み 

  会議において調整された利用日程及び展示室は「内定」とします。 

  内定者は，「展示施設等利用申込書」（別途交付。以下「利用申込書」という。）を期

間内に提出してください。 

 

６ 利用日程調整後の利用申込み 

  利用日程調整後において展示室に空室が生じた場合は，会議のくじで決まった順番に 

ご案内します。内定者は，速やかに利用申込書を提出してください。 

 

７ 利用者の決定 

  提出された利用申込書に基づき，前期又は後期の６か月間の利用者を決定します。 

 

８ 利用許可書等，及び会場責任者証の交付 

  決定した利用者に対し，利用開始日の１か月前までに「展示施設等利用許可書」（以 

下「利用許可書」という。），「会場責任者証」及び当該利用に係る利用料金お支払いの 

ご案内を送付します。 

   

９ 利用料金のお支払い 

  利用料金は，利用開始日の２週間前までに現金を当館までお持ちいただくか，銀行で

お支払いください。お支払いの際の振込手数料は，利用者の負担となります。 

 ※銀行でお支払いの際、必ず「利用申込書」に記入いただいた団体名でお支払いくださ

い。 

 

10  電気設備利用計画書の提出 

  特別の照明設備又は電気器具を使用される場合は，あらかじめ「電気設備利用計画書」 

を提出するとともに，必要な利用料金をお支払いください。 

 

11 終了後の報告 

  事業終了日に「県民ギャラリー利用終了報告書」を提出してください。 

 

12 その他 

館内の備品・機器等の不適切な使用やき損，消防法等遵守事項に反する行為等が認め

られた団体については，利用の取消しや次回以降の利用申込を受け付けないことがあり

ますので，係員の説明を十分理解するとともに，指示に従ってください。 
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【 講 堂 】 

 

１ 利用時間 

  １時間単位での利用を許可することとし，利用できる期間は月曜日から日曜日（ただ 

し休館日を除く）の９時から２１時までです。ただし，美術館が主催事業を開催する場 

合は，利用できません。 

 

２ 利用申込みの受付 

  利用申込みは，原則として利用日の４か月前から受け付けます。最初に利用希望調書を 

提出して下さい。 

 

３ 利用の決定，利用許可書等の交付 

  「展示施設等利用申込書」を利用日の１ヶ月前までに提出してください。提出された 

利用申込書に基づき利用の可否を決定し，利用を許可した場合は，「展示施設等利用許可 

書」及び当該利用に係る利用料金のお支払案内を送付いたします。 

 

４ 利用料金のお支払い 

  利用料金は，利用開始日までに現金を当館までお持ちいただくか，銀行でお支払いく

ださい。お支払いの際の振込手数料は，利用者の負担となります。 

 ※銀行でお支払いの際、必ず「利用申込書」に記入いただいた団体名でお支払いくださ

い。 

 

５ 電気設備利用計画書の提出 

  電気設備を使用される場合は，あらかじめ「電気設備利用計画書」を提出するととも 

に，必要な利用料金をお支払いください。 

 

６ 終了後の報告 

  事業終了日に「講堂利用終了報告書」を提出してください。 

 

７ その他 

館内の備品・機器等の不適切な使用やき損，消防法等遵守事項に反する行為等が認めら 

れた団体については，利用の取消しや次回以降の利用申込を受け付けないことがあります 

ので，係員の説明を十分理解するとともに，指示に従ってください。 

 

 

 

 

その他不明な点は，次へお問い合わせください。 

  〒730-0014 広島市中区上幟町２－２２ 

            広島県立美術館 県民ギャラリー担当 

         Tel  082-221-6246  ／ Fax 082-223-1444 

         

４ 


